
り
、
本
市
に
お
い
て
は
、
中
小
企
業
の
積
極

的
な
設
備
投
資
を
促
し
、
地
域
経
済
の
活
性

化
を
後
押
し
す
る
た
め
、
特
例
割
合
を
ゼ
ロ

と
す
る
。
な
お
、
特
例
に
よ
る
減
収
額
の
75

％
は
交
付
税
に
お
い
て
補
填
さ
れ
る
。

議
案
第
３
号　

　

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
う
も
の
だ
が
、

適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
。

　

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
改
正

に
つ
い
て
、
減
収
額
の
75
％
は
交
付
税
で
補

填
さ
れ
る
ほ
か
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
、
地
域
経
済
に
寄
与
す
る
取

り
組
み
で
あ
る
。

　

な
ど
の
理
由
で
賛
成
。

議
案
第
１
号　

平
成
30
年
度
函
館
市
一
般
会

計
補
正
予
算（
経
済
建
設
分
科
会
関
係
部
分
）

○
ふ
る
さ
と
も
の
づ
く
り
支
援
事
業
補
助
金

　

・
事
業
の
内
容
と
効
果

○
除
雪
費

　

・
事
業
の
内
容

議
案
第
２
号　

平
成
30
年
度
函
館
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算

・
Ｄ
Ｂ
Ｏ
方
式
の
内
容

・
工
事
を
プ
ラ
ン
ト
設
備
関
連
と
土
木
建

築
に
分
け
た
理
由

・
事
業
継
続
の
た
め
の
安
全
性
の
担
保

議
案
第
３
号　

函
館
市
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

・
改
正
の
内
容
お
よ
び
市
民
へ
の
影
響

議
案
第
３
号　

・
た
ば
こ
税
の
税
率
引
き
上
げ
に
つ
い
て

　

消
費
税
の
引
き
上
げ
が
予
定
さ
れ
て
い
る

平
成
31
年
を
除
き
、
本
年
10
月
か
ら
平
成
33

年
ま
で
、
段
階
的
に
、
国
と
地
方
合
わ
せ
、

た
ば
こ
１
本
あ
た
り
１
円
ず
つ
、
計
３
円
の

引
き
上
げ
と
な
る
。

　

加
熱
式
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、現
行
で
は
、

重
量
の
み
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に

換
算
す
る
方
式
で
課
税
し
て
い
る
が
、
改
正

後
は
、
重
量
と
価
格
の
要
素
を
も
っ
て
紙
巻

た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
方
式
と
し
、
平

成
34
年
10
月
ま
で
毎
年
、
段
階
的
に
引
き
上

げ
る
。

　

税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
う
価
格
転
嫁
な
ど

に
よ
る
、
売
渡
本
数
の
減
少
も
考
慮
し
、
平

成
30
年
度
当
初
予
算
の
積
算
に
あ
た
り
、
約

２
千
２
百
万
円
の
増
を
見
込
ん
で
い
る
。

・
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
の
制
定
に
伴
う

改
正
に
つ
い
て

　

市
が
策
定
す
る
導
入
促
進
基
本
計
画
に
適

合
し
、
か
つ
、
市
の
認
定
を
受
け
た
機
械
・

装
置
等
に
つ
い
て
、
最
初
の
３
年
間
、
ゼ
ロ

か
ら
２
分
の
１
の
範
囲
内
で
固
定
資
産
税
の

特
例
割
合
を
市
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

は こ だ て 市 議 会 だ よ り 平成30年７月５日発行
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◎

◎

◎

◎

○

○

第2回定例会　議決結果
◎＝満場一致で可決・認定　○＝賛成多数で可決・認定

議案19件を原案のとおり可決

一般会計/水道事業会計

審査の概要
分科会 6／4 ・ 6／ 5

議会だよりでは結果のみをお知らせしていますが、詳しい審査状況などについては、
会議録や委員会記録（８月下旬までにホームページ等で公開予定）をご覧ください。

　予算特別委員会では、平成30年度一般会計補正予算をはじめとする議案など19件について、審査を行いました。委員
会は、審査をより充実させるため、議長を除く全議員が委員となり、委員会内に各常任委員会が所管する事項と同様の
事項を審査する総務・経済建設・民生の３分科会を設置し、付託案件を分担して審査しました。
　各分科会は、各議案について論点整理を行い、論点に基づく質疑により、議案の疑義を解明した後、委員同士の協議に
よって議案の態度・賛否理由を取りまとめました。その後、委員会は各分科会から審査の経過と主な内容について報告
を受け、採決を行いました。各分科会の審査過程は次のとおりです。

平成30年度
補正予算

そ の 他

条　　例

（制定） 函館市税条例等の一部を改正する条例/函館市重度心身障害者医療費助成条例等の一
部を改正する条例

物品の購入契約について（２件）/工事請負契約について（函館市庁舎非常用発電設備改修工
事）/専決処分の報告（２件）/固定資産評価員の選任の同意について

（一部改正） 函館市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例/函
館市地域型保育事業の設備および運営に関する基準を定める条例/函館市国民健康保険条例/
市立函館保健所使用料及び手数料条例/函館市ごみの散乱防止に関する条例

（一部改正） 函館市旅館業法施行条例〈反対：日本共産党〉

工事請負契約について（亀田地区統合施設新築主体工事/亀田地区統合施設新築電灯その他
設備工事/亀田地区統合施設新築通信その他設備工事/亀田地区統合施設新築空気調和設備
工事/亀田地区統合施設新築衛生設備工事）/〈反対：小野沢議員〉

※付託…議会の議決を要する事件について議会の議決に先だって詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会、議会
　　　　運営委員会、または特別委員会に審査を委託すること。

総
務
分
科
会 

議
案
５
件
を
審
査

主
な
論
点
・
疑
問
点
等

主
な
理
事
者
の
説
明

経
済
建
設
分
科
会 

議
案
８
件
を
審
査

主
な
論
点
・
疑
問
点
等

委
員
間
の
協
議


